
19

広報 常陸大宮 お知らせ版　No.381　2018.9.10

【法務局休日相談所開設】
　登記、供託、戸籍・国籍、人権擁護など法務局の取り扱う業務全般及び相続税について、法務局職員、
税務署職員、司法書士、土地家屋調査士、公証人及び人権擁護委員が相談に応じます。秘密は固く守り
ます。
○日　　時　10月7日（日）　10:00～15:00　（ただし、受付時間は14:30まで）
○場　　所　駿優教育会館（水戸市三の丸1-1-42）
　　　　　　水戸地方法務局６階
○相談内容　土地の境界争い（筆界特定制度及び土地家屋調査士会ADR制度）､ 相続・贈与・売買など

の登記手続、相続に関する税金、法定相続情報証明制度に関する手続、抵当権の抹消手続、
地代家賃の供託手続、戸籍の届出方法、成年後見制度、夫婦・親子などの家庭内の問題、
近隣とのトラブル、セクハラ、子どものいじめ、DV問題など

○費　　用　無　料
○申込方法　事前に電話で予約してください。

「未来につなぐ相続登記」 講演会
　相続の専門家が講演会を実施します。
　相続登記の申請をせずに放置していることにより、いろいろなトラブルが発生しています。
　山林や田畑がなくなった方の名義のままになってませんか。
　相続登記は、次の世代へのつとめです。未来につなぐ相続登記をしましょう。
○講演会日程
　【税務署職員講演会】
　　・日　　時　10月7日（日）　10:00～10:50
　　・講　　師　水戸税務署職員
　　・演　　題　「相続と税」
　【公証人講演会】
　　・日　　時　10月7日（日）　11:00～11：50
　　・講　　師　茨城公証人会公証人
　　・演　　題　「相続と遺言」　

○定　　員　各講演30名（事前に電話予約が必要・定員になり次第締切）
○参 加 費　無料
○場　　所　駿優教育会館（水戸市三の丸1-1-42）  
　　　　　　水戸地方法務局6階

○日　　時　10月6日（土）　10:00～15:00　
○場　　所　おおみやコミュニティセンター
○相談内容　借金、土地・建物、相続、裁判、会社等に関する相談及びこれに関連する登記相談
○主　　催　茨城司法書士会
○そ の 他　相談は無料です。当日会場で受け付けします（事前予約なし）。
　　　　　　また、当日会場に来られない方のために、茨城司法書士会館で電話相談も行います。
　　　　　　　相談電話　☎029-225-0111

「全国一斉！法務局休日相談所（水戸地方法務局）｣開設及び「未来につなぐ相続登記」講演会

「法の日」司法書士法律相談

予約・　 水戸地方法務局総務課庶務係　☎029-227-9911問

問　 茨城司法書士会（水戸市五軒町1丁目3番16号）　☎029-225-0111


